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は
じ
め
に�

　
今
日
、化
学
物
質
は
、そ
の
有
用
な
特

性
等
か
ら
様
々
な
形
で
使
用
さ
れ
、
現

代
の
経
済
社
会
に
お
い
て
、不
可
欠
な
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
推
計
で
は
、五
万
か

ら
十
万
種
類
の
化
学
物
質
が
製
造
、
使

用
さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
そ
の
化
学
物
質
も
取
扱
い
如
何
に
よ

っ
て
は
、人
の
健
康
等
へ
悪
影
響
を
及
ぼ

す
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
因
果
関
係

が
必
ず
し
も
判
明
し
て
い
な
い
も
の
も

数
多
く
あ
り
ま
す
。�

　
こ
れ
ら
の
性
状
や
取
扱
い
の
異
な
る

膨
大
な
化
学
物
質
を
個
別
の
法
律
に
よ

り
規
制
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
な
状
況

に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、化
学
物
質
の
有

害
性
デ
ー
タ
や
科
学
的
知
見
の
収
集
、

蓄
積
を
行
い
、事
業
者
に
よ
る
自
ら
の
製

造
、使
用
、流
通
、保
管
等
実
態
に
即
し

た
管
理
活
動
を
改
善
・
強
化
す
る
と
と

も
に
、
環
境
保
全
を
図
る
こ
と
が
必
要

と
の
考
え
が
生
じ
て
き
て
い
ま
す
。�

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、平
成
八
年
の

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
勧
告
や
諸
外
国
で
の
Ｐ
Ｒ
Ｔ

Ｒ
制
度
の
導
入
な
ど
国
際
的
共
通
認
識

と
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。�

　
こ
う
し
た
背
景
等
を
踏
ま
え
、
我
が

国
で
も
「
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の

排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の

促
進
に
関
す
る
法
律
」（
略
称
↓
化
学
物

質
管
理
促
進
法
又
は
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
法
）が
平

成
十
一
年
七
月
に
制
定
さ
れ
、
本
年
一

月
か
ら
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
制
度
、同
四
月
か
ら
Ｐ

Ｒ
Ｔ
Ｒ
制
度
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。�

　
以
下
に
同
法
の
概
要
を
説
明
し
ま
す
。�

�

■
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
制
度�

一
、Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ（P

o
llutant R

elease�

　and

　T
ransfer

　R
eg
ister

）と
は�

�

　
人
の
健
康
や
生
態
系
に
有
害
な
影
響

を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
化
学
物
質
に
つ

い
て
、事
業
所
か
ら
環
境（
大
気
、水
、土
壌
）

へ
排
出
さ
れ
る
量
及
び
廃
棄
物
に
含
ま
れ

て
事
業
所
外
へ
移
動
さ
れ
る
量
を
、事
業

者
が
自
ら
把
握
し
、県
等
を
通
じ
て
国
へ

届
出
る
と
と
も
に
、国
は
そ
の
届
出
デ
ー
タ

や
推
計
に
基
づ
き
、化
学
物
質
の
排
出
量
・

移
動
量
を
集
計
し
、公
表
す
る
制
度
で
す
。�

�
�

�

二
、具
体
的
な
手
続
き�

�
�⁄

事
業
者
は
、個
別
事
業
所
毎
に
化
学
物

　
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
・
移
動
量
を
把

　
握
し
、県
等
経
由
で
国（
事
業
所
管
大

　
臣
）に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
り
せ
ん
。�

¤
事
業
所
管
大
臣
は
、届
け
出
ら
れ
た
情

　
報
に
つ
い
て
、環
境
大
臣
及
び
経
済
産

　
業
大
臣
へ
通
知
し
ま
す
。�

‹
環
境
省
及
び
経
済
産
業
省
は
共
同
で
、

　
届
け
出
ら
れ
た
情
報
を
電
子
フ
ァ
イ
ル

　
化
し
、物
質
ご
と
に
、業
種
別
、地
域
別

　
等
に
集
計
・
公
表
す
る
と
と
も
に
、事

　
業
所
管
大
臣
及
び
県
等
に
通
知
し
ま
す
。

　（
※
事
業
所
管
大
臣
及
び
県
等
は
、通

　
知
さ
れ
た
事
業
所
ご
と
の
情
報
を
も

　
と
に
、事
業
者
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ

　
集
計
、公
表
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）�

›
環
境
省
及
び
経
済
産
業
省
は
共
同
で
、

　
本
法
の
届
け
出
義
務
対
象
外
の
排
出

　
源（
家
庭
、農
地
、自
動
車
等
）か
ら
の

　
排
出
量
を
推
計
し
、②
と
併
せ
て
公
表

　
し
ま
す
。�

fi
国（
環
境
大
臣
、経
済
産
業
大
臣
及
び

　
事
業
所
管
大
臣
）は
、国
民
か
ら
の
請

　
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、個
別
事
業
所
の

　
届
け
出
デ
ー
タ
を
開
示
し
ま
す
。�

fl
国
は
、Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
の
集
計
結
果
等
を
踏

　
ま
え
て
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
及
び

　
人
の
健
康
等
へ
の
影
響
に
関
す
る
調
査

　
を
実
施
し
ま
す
。�

�
�三

、対
象
物
資�

�
  �　

人
や
生
態
系
へ
の
有
害
性（
オ
ゾ
ン
層

破
壊
性
を
含
む
）が
あ
り
、環
境
中
に
広

く
存
在
す
る（
暴
露
性
が
あ
る
）と
認
め

ら
れ
る
物
質
と
し
て
選
定
さ
れ
た
第
一

種
指
定
化
学
物
質
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

（
合
計
三
百
五
十
四
物
質
）�

　
代
表
例�

●
揮
発
性
炭
化
水
素
↓
ベ
ン
ゼ
ン
、ト
ル
エ

　
ン
、キ
シ
レ
ン
等�

●
有
機
塩
素
系
化
合
物
↓
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

　
類
、ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等�

●
農
薬
↓
臭
化
メ
チ
ル
、フェニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、

　
ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
等�

●
金
属
化
合
物
↓
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、

　
有
機
ス
ズ
化
合
物
等�

●
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
↓
C
F
C
・
H
C
F
C
等

●
そ
の
他
↓
石
綿
等�

�
�四

、対
象
事
業
者�

�
  �　

第
一
種
指
定
化
学
物
質
を
製
造
、使

用
そ
の
他
業
と
し
て
取
り
扱
う
等
の
、事

業
活
動
を
通
し
て
当
該
物
質
を
環
境
に

排
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
事
業
者
で
あ
り
、

次
の
①
〜
③
の
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る

事
業
者
で
す
。�

⁄
製
造
業
、原
油
及
び
天
然
ガ
ス
鉱
業
、

　
金
属
鉱
業
、電
気
業
、ガ
ス
業
、熱
供
給

　
業
、下
水
道
業
、倉
庫
業
、石
油
卸
売
業
、

　
鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
卸
売
業
、自
動
車
卸
売
業
、

　
燃
料
小
売
業
、洗
濯
業
、写
真
業
、自
動

　
車
整
備
業
、機
械
修
理
業
、商
品
検
査

　
業
、計
量
証
明
業
、一
般
廃
棄
物
処
理
業
、

　
産
業
廃
棄
物
処
分
業
、高
等
教
育
機
関
、

　
鉄
道
業
、自
然
科
学
研
究
所�

　
以
上
二
十
三
業
種�

¤
常
用
雇
用
者
数
二
十
一
人
以
上
の
事
業
者

‹
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
年
間
取
扱
量

　
が
一
㌧
以
上
※（
発
ガ
ン
物
質
は
〇
・
五

　
㌧
以
上
）の
事
業
所
を
所
有
す
る
事
業

　
者  

【
※
施
行
当
初
二
年
間
は
五
㌧
】�

�
�五

、罰
則�

�

　
本
法
に
基
づ
く
届
出
を
せ
ず
、又
は
虚

偽
の
報
告
を
し
た
事
業
者
は
、二
十
万
円

以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
ま
す
。　
　
　�

��

�

六
、実
施
予
定�

�

　�

⁄
平
成
十
三
年
四
月
↓
取
扱
い
量
五
㌧

　
以
上
の
事
業
者
等
は
排
出
量
等
の
把

　
握
を
開
始�

¤
平
成
十
四
年
四
月
↓
取
扱
い
量
五
㌧           

　
以
上
の
事
業
者
等
は
排
出
量
等
の
届

　
出
を
開
始�

‹
平
成
十
五
年
四
月
↓
取
扱
い
量
一
㌧

　
以
上
の
事
業
者
等
は
排
出
量
等
の
把

　
握
を
開
始�

›
平
成
十
六
年
四
月
↓
取
扱
い
量
一
㌧

　
以
上
の
事
業
者
等
は
排
出
量
等
の
届

　
出
を
開
始�

PRTR制度の体系�
【対象事業者の要件】�
⁄対象業種：製造業、金属鉱業、電気業・ガス業等　23業種�
¤常用雇用者数：21人以上の事業者�
‹年間取扱量：いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が�
　1t以上（発ガン物質は0.5t以上）である事業所を有する事業者等�

【施行期日】�
排出量の把握：平成13年4月～�
排出量の届出：平成14年4月～�

事業者�

国 民�

国�

自社の排出量、移動量の位置
づけを確認。化学物質管理活
動の評価・改善�

化学物質の排出、管理状況に
関する国民の理解の増進�

個別事業所毎、対象物質（354
物質）毎に環境中への化学物
質の排出量や廃棄物の移動量
を把握�

排出量、移動量の
推計値を国に届出�

営業秘密に関る情報
は直接国に届出�
（妥当性を国が判断）�

管理状況に対する評価�

物質別、業種別、地域別
等の集計結果を公表�

データ開示�

個別事業所データの
開示請求�

都道府県経由�

事業所管大臣� 経済産業大臣�

環境大臣�

環境省及び経済産業省は届出デ
ータを集計し、結果を公表すると
ともに、関係省庁へ通知�

※ただし、当初2年間は、いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量�
　が5t以上（発ガン物質は0.5t以上）である事業所を有する事業者�

　
環
境
汚
染
の
未
然
防
止
の
た
め
に
事
業
者
や
県

民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。�
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り
、環
境
中
に
広

く
存
在
す
る（
暴
露
性
が
あ
る
）と
認
め

ら
れ
る
物
質
と
し
て
選
定
さ
れ
た
第
一

種
指
定
化
学
物
質
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

（
合
計
三
百
五
十
四
物
質
）�

　
代
表
例�

●
揮
発
性
炭
化
水
素
↓
ベ
ン
ゼ
ン
、ト
ル
エ

　
ン
、キ
シ
レ
ン
等�

●
有
機
塩
素
系
化
合
物
↓
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

　
類
、ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等�

●
農
薬
↓
臭
化
メ
チ
ル
、フェニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、

　
ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
等�

●
金
属
化
合
物
↓
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、

　
有
機
ス
ズ
化
合
物
等�

●
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
↓
C
F
C
・
H
C
F
C
等

●
そ
の
他
↓
石
綿
等�

�
�四

、対
象
事
業
者�

�
  �　

第
一
種
指
定
化
学
物
質
を
製
造
、使

用
そ
の
他
業
と
し
て
取
り
扱
う
等
の
、事

業
活
動
を
通
し
て
当
該
物
質
を
環
境
に

排
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
事
業
者
で
あ
り
、

次
の
①
〜
③
の
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る

事
業
者
で
す
。�

⁄
製
造
業
、原
油
及
び
天
然
ガ
ス
鉱
業
、

　
金
属
鉱
業
、電
気
業
、ガ
ス
業
、熱
供
給

　
業
、下
水
道
業
、倉
庫
業
、石
油
卸
売
業
、

　
鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
卸
売
業
、自
動
車
卸
売
業
、

　
燃
料
小
売
業
、洗
濯
業
、写
真
業
、自
動

　
車
整
備
業
、機
械
修
理
業
、商
品
検
査

　
業
、計
量
証
明
業
、一
般
廃
棄
物
処
理
業
、

　
産
業
廃
棄
物
処
分
業
、高
等
教
育
機
関
、

　
鉄
道
業
、自
然
科
学
研
究
所�

　
以
上
二
十
三
業
種�

¤
常
用
雇
用
者
数
二
十
一
人
以
上
の
事
業
者

‹
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
年
間
取
扱
量

　
が
一
㌧
以
上
※（
発
ガ
ン
物
質
は
〇
・
五

　
㌧
以
上
）の
事
業
所
を
所
有
す
る
事
業

　
者  

【
※
施
行
当
初
二
年
間
は
五
㌧
】�

�
�五

、罰
則�
�

　
本
法
に
基
づ
く
届
出
を
せ
ず
、又
は
虚

偽
の
報
告
を
し
た
事
業
者
は
、二
十
万
円

以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
ま
す
。　
　
　�

��

�

六
、実
施
予
定�

�

　�

⁄
平
成
十
三
年
四
月
↓
取
扱
い
量
五
㌧

　
以
上
の
事
業
者
等
は
排
出
量
等
の
把

　
握
を
開
始�

¤
平
成
十
四
年
四
月
↓
取
扱
い
量
五
㌧           

　
以
上
の
事
業
者
等
は
排
出
量
等
の
届

　
出
を
開
始�

‹
平
成
十
五
年
四
月
↓
取
扱
い
量
一
㌧

　
以
上
の
事
業
者
等
は
排
出
量
等
の
把

　
握
を
開
始�

›
平
成
十
六
年
四
月
↓
取
扱
い
量
一
㌧

　
以
上
の
事
業
者
等
は
排
出
量
等
の
届

　
出
を
開
始�

PRTR制度の体系�
【対象事業者の要件】�
⁄対象業種：製造業、金属鉱業、電気業・ガス業等　23業種�
¤常用雇用者数：21人以上の事業者�
‹年間取扱量：いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が�
　1t以上（発ガン物質は0.5t以上）である事業所を有する事業者等�

【施行期日】�
排出量の把握：平成13年4月～�
排出量の届出：平成14年4月～�

事業者�

国 民�

国�

自社の排出量、移動量の位置
づけを確認。化学物質管理活
動の評価・改善�

化学物質の排出、管理状況に
関する国民の理解の増進�

個別事業所毎、対象物質（354
物質）毎に環境中への化学物
質の排出量や廃棄物の移動量
を把握�

排出量、移動量の
推計値を国に届出�

営業秘密に関る情報
は直接国に届出�
（妥当性を国が判断）�

管理状況に対する評価�

物質別、業種別、地域別
等の集計結果を公表�

データ開示�

個別事業所データの
開示請求�

都道府県経由�

事業所管大臣� 経済産業大臣�

環境大臣�

環境省及び経済産業省は届出デ
ータを集計し、結果を公表すると
ともに、関係省庁へ通知�

※ただし、当初2年間は、いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量�
　が5t以上（発ガン物質は0.5t以上）である事業所を有する事業者�

　
環
境
汚
染
の
未
然
防
止
の
た
め
に
事
業
者
や
県

民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。�
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■
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
制
度�

一
、Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
制
度
と
は�

�

　
事
業
者
に
よ
る
化
学
物
質
の
適
切
な

管
理
を
促
進
す
る
た
め
、対
象
化
学
物
質

を
含
有
す
る
製
品
を
他
の
事
業
者
に
譲

渡
又
は
提
供
す
る
際
に
は
、そ
の
化
学
物

質
の
性
状
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報

（M
SD
S

【M
aterial 

Safety 
D
ata 

Sheet

化
学
物
質
等
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
】）

を
事
前
に
そ
の
事
業
者
に
提
供
す
る
こ
と

を
義
務
付
け
る
制
度
で
す
。�

�
�
�

二
、具
体
的
な
手
続
き�

�
�①

対
象
化
学
物
質
を
取
扱
う
事
業
者
は
、

　
他
の
事
業
者
に
対
象
化
学
物
質
の
譲

　
渡
等
を
行
う
に
際
し
、相
手
方
の
事
業

　
者
に
対
し
て
当
該
化
学
物
質
の
性
状

　
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報
を
提
供

　
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

②
提
供
方
法
は
、文
書
又
は
磁
気
デ
ィ
ス

　
ク
の
交
付
そ
の
他
省
令
で
定
め
る
方
法

　
に
よ
り
ま
す
。�

③
提
供
す
べ
き
情
報
は
、Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｚ
７
２
５

　
０
等
の
標
準
に
準
拠
し
て
省
令
で
定
め
、

　
本
年
一
月
か
ら
施
行
し
て
い
ま
す
。（
内

　
容
は
六
に
記
載
）�
�
�
�

三
、対
象
物
質�

�
 �　

次
の
①
、②
の
物
質（
合
計
四
百
三
十
五

物
質
）が
対
象
と
な
り
ま
す
。�

①
第
一
種
指
定
化
学
物
質（
三
百
五
十
四
物
質
）�

　
人
や
生
態
系
へ
の
有
害
性
が
あ
り
、環

　
境
中
に
広
く
存
在（
暴
露
性
が
あ
る
）

　
と
認
め
ら
れ
る
物
質
と
し
て
選
定
さ
れ

　
た
も
の（
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
制
度
の
対
象
物
質

　
と
同
じ
）�

②
第
二
種
指
定
化
学
物
質（
八
十
一
物
質
）�

　
第
一
種
指
定
化
学
物
質
と
同
様
の
有

　
害
性
が
あ
る
が
、暴
露
性
は
そ
れ
よ
り

　
低
い
と
見
込
ま
れ
る
物
質�

�
�四

、対
象
製
品�

�
�　

事
業
活
動
に
伴
い
対
象
化
学
物
質
を

環
境
中
に
排
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
製

品
と
し
て
、政
令
で
指
定
し
た
次
の
物
に
つ

い
て
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
提
供
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。�

●
気
体
又
は
液
体
の
混
合
物
等
で
、第
一

　
種
指
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
指
定

　
化
学
物
質
を
一
％
以
上（
発
ガ
ン
物
質

　
は
〇
・
一
％
以
上
）含
む
も
の�

　
※
但
し
、次
の
物
は
除
外
さ
れ
ま
す
。�

　
◆
固
体
状
の
も
の（
粉
状
や
粒
状
の
　

　
も
の
を
除
く
）【
＝
金
属
板
、管
な
ど
】�

　
◆
密
封
さ
れ
た
状
態
で
使
用
さ
れ
　

　
る
も
の【
＝
冷
蔵
庫
の
冷
媒
、電
池
な
ど
】 �

　
◆
一
般
消
費
者
用
の
製
品【
＝
家
庭
　

　
用
洗
剤
、殺
虫
剤
】�

　
◆
再
生
資
源【
＝
金
属
く
ず
、空
き
　

　
缶
な
ど
】�

�

�

五
、対
象
事
業
者�

　
対
象
製
品
を
他
の
事
業
者
に
譲
渡
又

は
提
供
す
る
全
て
の
事
業
者
が
対
象
で
、

業
種
、常
用
雇
用
者
数
、取
扱
量
等
の
裾

切
り
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

�
�六
、提
供
す
る
内
容�
�
�　

日
本
語
で
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

①
製
品
名
、含
有
す
る
対
象
物
質
の
名
称
・

　
政
令
上
の
号
番
号
・
種
類
、含
有
率（
有

　
効
数
字
二
桁
）�

②
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
を
提
供
す
る
事
業
者
の
名
称
、

　
住
所
、担
当
者
の
連
絡
先�

③
化
学
物
質
が
漏
出
し
た
際
に
必
要
な

　
措
置�

④
取
扱
い
上
及
び
保
管
上
の
注
意�

⑤
物
理
的
・
化
学
的
性
状�

⑥
安
定
性
・
反
応
性�

⑦
有
害
性
・
暴
露
性�

⑧
廃
棄
上
及
び
輸
送
上
の
注
意�

　
な
お
、次
の
事
項
も
記
載
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。�

⑨
有
害
性
・
暴
露
性
の
概
要�

⑩
応
急
措
置
、火
災
時
に
必
要
な
措
置
、

　
労
働
者
に
対
す
る
暴
露
防
止
措
置
等�

⑪
適
用
さ
れ
る
法
令�

⑫
⑨
〜
⑪
の
他
、Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
を
提
供
す
る

　
事
業
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項�

�

七
、勧
告
・
公
表
等�

�
�　

経
済
産
業
大
臣
は
、本
法
に
基
づ
く
Ｍ

Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
提
供
を
行
わ
な
い
事
業
者
に
対

し
て
は
、勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
、当
該

事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
は

そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

��

八
、実
施�

�
�　

平
成
十
三
年
一
月
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
提
供
開

始（
平
成
十
三
年
四
月
ま
で
は
、前
記
の

勧
告
・
公
表
措
置
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。）�

�

■
そ
の
他�

�

一
、化
学
物
質
管
理
指
針�

　�①
事
業
者
が
指
定
化
学
物
質
等（
第
一
種

指
定
化
学
物
質
、第
二
種
指
定
化
学
物
質

及
び
そ
れ
ら
を
含
有
す
る
製
品
）の
管
理

を
行
う
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
策
定

し
ま
し
た（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
日
環

境
庁
、通
商
産
業
省
告
示
第
一
号
）。　�

②
指
針
の
内
容�

・
化
学
物
質
の
管
理
の
方
法�

・
化
学
物
質
の
使
用
の
合
理
化
対
策�

・
化
学
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
の
国
民
理

　
解
の
増
進（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）�

・
化
学
物
質
の
性
状
及
び
取
扱
い
に
関

　
す
る
情
報（
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
）の
活
用�

③
事
業
者
は
、本
指
針
に
留
意
し
て
化
学

物
質
の
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、国
民
の

理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。�

�
�
�

二
、国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
支
援
措

置
等�

�
�　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、本
法
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
、次
の
措
置
を
講
ず  

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。�

①
化
学
物
質
の
有
害
性
等
に
関
す
る
科

　
学
的
知
見
の
充
実�

②
化
学
物
質
の
性
状
等
に
関
す
る
デ
ー
タ

　
ベ
ー
ス
の
整
備�

③
事
業
者
に
対
す
る
技
術
的
助
言�

④
化
学
物
質
の
管
理
状
況
等
に
関
す
る

　
国
民
の
理
解
増
進
の
支
援�

⑤
③
及
び
④
の
た
め
の
人
材
育
成�

 �

■
お
わ
り
に�

�

　
こ
の
法
律
は
、こ
れ
ま
で
国
等
が
個
別

に
化
学
物
質
を
規
制
し
て
い
た
の
と
は
異

な
り
、デ
ー
タ
等
の
収
集
蓄
積
を
行
い
、

そ
の
公
表
を
す
る
と
い
う
点
で
情
報
公

開
要
求
に
も
対
応
し
、ま
た
、事
業
者
自

ら
化
学
物
質
を
管
理
す
る
と
い
う
点
に

特
徴
の
あ
る
画
期
的
な
法
律
で
す
。
よ
っ

て
事
業
者
を
は
じ
め
、国
民
の
理
解
の
も

と
該
当
す
る
事
業
者
の
全
員
参
加
が
原

則
で
あ
り
、最
も
重
要
と
な
る
の
で
、皆

様
の
御
協
力
を
お
願
い
す
る
と
こ
ろ
で
す
。�

　
本
件
に
関
す
る
詳
細
は
、左
記
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
又
は
担
当
課
ま

で
照
会
く
だ
さ
い
。�

�
  

http://w
w
w
.m
eti.go.jp/policy/chem

ical_m
anagem

ent/law
/index.htm

l�

●
問
い
合
わ
せ
先�

�
  

　
経
済
産
業
部
産
業
課�

　
　

☎
〇
九
八
ー
八
六
六
ー
〇
〇
六
七�

ＭＳＤＳ（化学物質等安全データシート）�

　MSDS制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

に基づき、対象化学物質（を含有する製品）を事業者間で取引する際、その性状及び取扱に関する情

報（MSDS）の提供を義務づけるものです。これにより、MSDSを受け取る事業者は適切な化学物

質の管理を行うために必要な情報を得ることができます。�

■MSDS制度とは?

■MSDS提供の例�

化学工業品�
製造業者�

消費者� 小売業者�

加工業者�

提 供� (提 供)

(提 供)

卸売業者�
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■
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
制
度�

一
、Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
制
度
と
は�

�

　
事
業
者
に
よ
る
化
学
物
質
の
適
切
な

管
理
を
促
進
す
る
た
め
、対
象
化
学
物
質

を
含
有
す
る
製
品
を
他
の
事
業
者
に
譲

渡
又
は
提
供
す
る
際
に
は
、そ
の
化
学
物

質
の
性
状
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報

（M
SD
S

【M
aterial 

Safety 
D
ata 

Sheet

化
学
物
質
等
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
】）

を
事
前
に
そ
の
事
業
者
に
提
供
す
る
こ
と

を
義
務
付
け
る
制
度
で
す
。�

�
�
�

二
、具
体
的
な
手
続
き�

�
�①

対
象
化
学
物
質
を
取
扱
う
事
業
者
は
、

　
他
の
事
業
者
に
対
象
化
学
物
質
の
譲

　
渡
等
を
行
う
に
際
し
、相
手
方
の
事
業

　
者
に
対
し
て
当
該
化
学
物
質
の
性
状

　
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報
を
提
供

　
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

②
提
供
方
法
は
、文
書
又
は
磁
気
デ
ィ
ス

　
ク
の
交
付
そ
の
他
省
令
で
定
め
る
方
法

　
に
よ
り
ま
す
。�

③
提
供
す
べ
き
情
報
は
、Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｚ
７
２
５

　
０
等
の
標
準
に
準
拠
し
て
省
令
で
定
め
、

　
本
年
一
月
か
ら
施
行
し
て
い
ま
す
。（
内

　
容
は
六
に
記
載
）�

�
�
�

三
、対
象
物
質�

�
 �　

次
の
①
、②
の
物
質（
合
計
四
百
三
十
五

物
質
）が
対
象
と
な
り
ま
す
。�

①
第
一
種
指
定
化
学
物
質（
三
百
五
十
四
物
質
）�

　
人
や
生
態
系
へ
の
有
害
性
が
あ
り
、環

　
境
中
に
広
く
存
在（
暴
露
性
が
あ
る
）

　
と
認
め
ら
れ
る
物
質
と
し
て
選
定
さ
れ

　
た
も
の（
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
制
度
の
対
象
物
質

　
と
同
じ
）�

②
第
二
種
指
定
化
学
物
質（
八
十
一
物
質
）�

　
第
一
種
指
定
化
学
物
質
と
同
様
の
有

　
害
性
が
あ
る
が
、暴
露
性
は
そ
れ
よ
り

　
低
い
と
見
込
ま
れ
る
物
質�

�
�四

、対
象
製
品�

�
�　

事
業
活
動
に
伴
い
対
象
化
学
物
質
を

環
境
中
に
排
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
製

品
と
し
て
、政
令
で
指
定
し
た
次
の
物
に
つ

い
て
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
提
供
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。�

●
気
体
又
は
液
体
の
混
合
物
等
で
、第
一

　
種
指
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
指
定

　
化
学
物
質
を
一
％
以
上（
発
ガ
ン
物
質

　
は
〇
・
一
％
以
上
）含
む
も
の�

　
※
但
し
、次
の
物
は
除
外
さ
れ
ま
す
。�

　
◆
固
体
状
の
も
の（
粉
状
や
粒
状
の
　

　
も
の
を
除
く
）【
＝
金
属
板
、管
な
ど
】�

　
◆
密
封
さ
れ
た
状
態
で
使
用
さ
れ
　

　
る
も
の【
＝
冷
蔵
庫
の
冷
媒
、電
池
な
ど
】 �

　
◆
一
般
消
費
者
用
の
製
品【
＝
家
庭
　

　
用
洗
剤
、殺
虫
剤
】�

　
◆
再
生
資
源【
＝
金
属
く
ず
、空
き
　

　
缶
な
ど
】�

�

�

五
、対
象
事
業
者�

　
対
象
製
品
を
他
の
事
業
者
に
譲
渡
又

は
提
供
す
る
全
て
の
事
業
者
が
対
象
で
、

業
種
、常
用
雇
用
者
数
、取
扱
量
等
の
裾

切
り
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

�
�六

、提
供
す
る
内
容�

�
�　

日
本
語
で
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

①
製
品
名
、含
有
す
る
対
象
物
質
の
名
称
・

　
政
令
上
の
号
番
号
・
種
類
、含
有
率（
有

　
効
数
字
二
桁
）�

②
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
を
提
供
す
る
事
業
者
の
名
称
、

　
住
所
、担
当
者
の
連
絡
先�

③
化
学
物
質
が
漏
出
し
た
際
に
必
要
な

　
措
置�

④
取
扱
い
上
及
び
保
管
上
の
注
意�

⑤
物
理
的
・
化
学
的
性
状�

⑥
安
定
性
・
反
応
性�

⑦
有
害
性
・
暴
露
性�

⑧
廃
棄
上
及
び
輸
送
上
の
注
意�

　
な
お
、次
の
事
項
も
記
載
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。�

⑨
有
害
性
・
暴
露
性
の
概
要�

⑩
応
急
措
置
、火
災
時
に
必
要
な
措
置
、

　
労
働
者
に
対
す
る
暴
露
防
止
措
置
等�

⑪
適
用
さ
れ
る
法
令�

⑫
⑨
〜
⑪
の
他
、Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
を
提
供
す
る

　
事
業
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項�

�

七
、勧
告
・
公
表
等�

�
�　

経
済
産
業
大
臣
は
、本
法
に
基
づ
く
Ｍ

Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
提
供
を
行
わ
な
い
事
業
者
に
対

し
て
は
、勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
、当
該

事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
は

そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

��

八
、実
施�

�
�　

平
成
十
三
年
一
月
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
提
供
開

始（
平
成
十
三
年
四
月
ま
で
は
、前
記
の

勧
告
・
公
表
措
置
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。）�

�

■
そ
の
他�

�

一
、化
学
物
質
管
理
指
針�

　�①
事
業
者
が
指
定
化
学
物
質
等（
第
一
種

指
定
化
学
物
質
、第
二
種
指
定
化
学
物
質

及
び
そ
れ
ら
を
含
有
す
る
製
品
）の
管
理

を
行
う
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
策
定

し
ま
し
た（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
日
環

境
庁
、通
商
産
業
省
告
示
第
一
号
）。　�

②
指
針
の
内
容�

・
化
学
物
質
の
管
理
の
方
法�

・
化
学
物
質
の
使
用
の
合
理
化
対
策�

・
化
学
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
の
国
民
理

　
解
の
増
進（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）�

・
化
学
物
質
の
性
状
及
び
取
扱
い
に
関

　
す
る
情
報（
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
）の
活
用�

③
事
業
者
は
、本
指
針
に
留
意
し
て
化
学

物
質
の
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、国
民
の

理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。�

�
�
�

二
、国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
支
援
措

置
等�

�
�　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、本
法
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
、次
の
措
置
を
講
ず  

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。�

①
化
学
物
質
の
有
害
性
等
に
関
す
る
科

　
学
的
知
見
の
充
実�

②
化
学
物
質
の
性
状
等
に
関
す
る
デ
ー
タ

　
ベ
ー
ス
の
整
備�

③
事
業
者
に
対
す
る
技
術
的
助
言�

④
化
学
物
質
の
管
理
状
況
等
に
関
す
る

　
国
民
の
理
解
増
進
の
支
援�

⑤
③
及
び
④
の
た
め
の
人
材
育
成�

 �

■
お
わ
り
に�

�

　
こ
の
法
律
は
、こ
れ
ま
で
国
等
が
個
別

に
化
学
物
質
を
規
制
し
て
い
た
の
と
は
異

な
り
、デ
ー
タ
等
の
収
集
蓄
積
を
行
い
、

そ
の
公
表
を
す
る
と
い
う
点
で
情
報
公

開
要
求
に
も
対
応
し
、ま
た
、事
業
者
自

ら
化
学
物
質
を
管
理
す
る
と
い
う
点
に

特
徴
の
あ
る
画
期
的
な
法
律
で
す
。
よ
っ

て
事
業
者
を
は
じ
め
、国
民
の
理
解
の
も

と
該
当
す
る
事
業
者
の
全
員
参
加
が
原

則
で
あ
り
、最
も
重
要
と
な
る
の
で
、皆

様
の
御
協
力
を
お
願
い
す
る
と
こ
ろ
で
す
。�

　
本
件
に
関
す
る
詳
細
は
、左
記
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
又
は
担
当
課
ま

で
照
会
く
だ
さ
い
。�

�
  

http://w
w
w
.m
eti.go.jp/policy/chem

ical_m
anagem

ent/law
/index.htm

l�

●
問
い
合
わ
せ
先�

�
  

　
経
済
産
業
部
産
業
課�

　
　

☎
〇
九
八
ー
八
六
六
ー
〇
〇
六
七�

ＭＳＤＳ（化学物質等安全データシート）�

　MSDS制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

に基づき、対象化学物質（を含有する製品）を事業者間で取引する際、その性状及び取扱に関する情

報（MSDS）の提供を義務づけるものです。これにより、MSDSを受け取る事業者は適切な化学物

質の管理を行うために必要な情報を得ることができます。�

■MSDS制度とは?

■MSDS提供の例�

化学工業品�
製造業者�

消費者� 小売業者�

加工業者�

提 供� (提 供)

(提 供)

卸売業者�


